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平成２６年第２回羅臼町議会臨時会（第１号） 

 

平成２６年５月２３日（金曜日）午前１０時開会 

 

──────────────────────────────────── 

 

○議事日程 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定 

 日程第 ３ 諸般の報告 

 日程第 ４ 町長行政報告 

 日程第 ５ 報告第 ２号 専決処分した事件の承認について 

 日程第 ６ 報告第 ３号 専決処分した事件の承認について 

 日程第 ７ 報告第 ４号 専決処分した事件の承認について 

 日程第 ８ 議案第２２号 羅臼町町税条例等の一部を改正する条例制定について 

 日程第 ９ 議案第２３号 羅臼町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定につ

いて 

 日程第１０ 議案第２４号 財産の取得について 

 日程第１１ 議案第２５号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につい

て 

──────────────────────────────────── 

○出席議員（１０名） 

  議 長 １０番 村 山 修 一 君    副議長  ９番 松 原   臣 君 

       １番 湊 屋   稔 君         ２番 田 中   良 君 

       ３番 髙 島 讓 二 君         ４番 髙 村 和 史 君 

       ５番 小 野 哲 也 君         ６番 坂 本 志 郎 君 

       ７番 鹿 又 政 義 君         ８番 佐 藤   晶 君 

──────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

──────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条により説明のため出席した者 

 町     長  脇   紀美夫 君   副 町 長         鈴 木 日出男 君 

 教  育  長         池 田 栄 寿 君   総 務 課 長         太 田 洋 二 君 

 税務財政課長         高 橋 力 也 君   納税担当課長         長 屋 修 二 君 

 環境生活課長         五十嵐 勝 彦 君   保健福祉課長         対 馬 憲 仁 君 

 保健福祉課長補佐         洲 崎 久 代 君   地域包括支援センター課長         斉 藤 健 治 君 
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 水産商工観光課長         川 端 達 也 君   水産農林担当課長         堺   昇 司 君 

 水産商工観光課長補佐         田 澤 道 広 君   建設水道課長         北 澤 正 志 君 

 学 務 課 長         中 田   靖 君   社会教育課長         石 田 順 一 君 

 会 計 管 理 者         野 理 幸 文 君 

──────────────────────────────────── 

○職務のため議場に出席した者 

 議会事務局長         松 田 伸 哉 君   次     長  丸 山   晃 君 
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──────────────────────────────────── 

午前１０時００分 開会 

──────────────────────────────────── 

◎開会・開議宣告         

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１０人です。定足数に達しておりますので、平成２６年第２回羅

臼町議会臨時会を開会します。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１６条の規定によって、５番小野哲也君及び６番坂本

志郎君を指名します。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２ 会期の決定 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第２ 会期決定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本臨時会の会期については、議会運営委員会で協議をしていただき、本日１日にしたい

と思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日１日と決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第３ 諸般の報告 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第３ 諸般の報告を行います。 

 羅臼町監査委員から、例月出納検査の結果について報告がありました。資料は議長の手

元に保管しています。 

 これで、諸般の報告を終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第４ 町長行政報告 

──────────────────────────────────── 
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○議長（村山修一君） 日程第４ 町長から行政報告の申し出がありましたので、これを

許します。 

 町長。 

○町長（脇 紀美夫君） おはようございます。本日、臨時町議会を開催いたしましたと

ころ、何かと御多用のところ全員の御出席をいただきましたことにつきまして、御礼を申

し上げる次第でございます。 

 お許しいただきましたので、行政報告１件をさせていただきます。知床らうす国民健康

保険診療所長の勇退についてであります。 

 現在、知床らうす国民健康保険診療所の所長として勤務いただいております手塚誠所長

につきましては、本年７月末をもちまして勇退されることとなりました。手塚所長におか

れましては、平成２２年７月１日に町立診療所の所長として就任以来、当初は１年契約で

ありましたが、当町の地域医療の実情を御理解いただくとともに、献身的に医療に携わっ

ていただき、実に４年間にわたり勤務していただきました。この間、診療所は、改築事業

や指定管理者制度を導入した社会医療法人孝仁会による運営が開始されるなど、手塚所長

には多大なる御尽力を賜りましたことに対しまして、深く感謝申し上げる次第であります

とともに、町民の皆様からは感謝の言葉が多く寄せられているところであります。 

 なお、今後も、診療所の運営につきましては、医療と保健と福祉・介護が連携した地域

包括ケアの推進を図るとともに、指定管理者の社会医療法人孝仁会には、町民の安心安全

を守っていただくため、その思いを共有しながら支援してまいりたいと思っております。 

 行政報告は以上でございますが、先般来の気候の不順によりまして、現在も、きょうも

知床横断道路が不通という状況になっているところでございます。 

 流氷が１カ月も居座るなど、非常に不順な天候の中にあって、漁業が現在、春漁も始

まっておるところでもありますけれども、直近の水揚げ高の状況につきましては、数量で

は去年比９２％、それから、金額では９５％ということでありまして、若干昨年よりは落

ち込んでいるところでありますが、特にホッケ漁が非常に不漁だということであります。

その半面、タラあるいはスケソウが若干昨年を上回っているということで、全体的には、

今言った、若干、去年よりも取扱高としては下回っている状況でありまして、今後の漁に

期待しているところであります。 

 また、天候不順ということの中では、最近、雨あるいは風、さらには雪、波浪という状

況の中で、漁港内の漁船がかなり転覆等々で被害をこうむったということでございまし

て、被害に遭われた漁業者の方々には、お見舞いを申し上げるところでございます。 

 さて、きょうの臨時町議会の議案でございますけれども、後ほど説明いたしますので、

それぞれよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（村山修一君） これで、行政報告は終わりました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第５ 報告第２号 専決処分した事件の承認について 
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──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第５ 報告第２号専決処分した事件の承認についてを議題と

します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（脇 紀美夫君） ただいま上程されました報告第２号専決処分した事件の承認、

また、この後予定されております報告第３号、第４号の同じく専決した事件の承認、さら

には議案第２２号から第２５号までのそれぞれの議案につきまして、専決処分した事件の

承認につきましては、特に２５年度の決算見込みによる予算補正が主な内容でございま

す。また、議案第２２号、第２３号につきましては、地方税法の一部改正に伴う条例改

正、さらには第２４号につきましては、財産の取得については大型バスの購入ということ

でございます。第２５号につきましては、議会議員公務災害補償等組合の規約の変更とい

うことでございます。それぞれ内容につきまして、副町長以下担当職員に説明させますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（村山修一君） 副町長。 

○副町長（鈴木日出男君） 議案の１ぺージをお願いいたします。 

 報告第２号専決処分した事件の承認について。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので報告し、承

認を求める。 

 ２ページをお願いいたします。 

 専決処分書。 

 平成２５年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算について、地方自治法第１７９条第１項の

規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 専決年月日につきましては、平成２６年３月３１日でございます。 

 平成２５年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算。 

 平成２５年度目梨郡羅臼町の一般会計補正予算は次に定めるところによる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億７,５３６万６,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ３８億５,８８２万１,０００円とする。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表、歳入歳出予算補正」による。 

 ４ぺージをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正でございます。 

 歳入の説明をいたします。 

 ２款地方譲与税２５０万３,０００円を減額し、１,９５５万円。１項地方揮発油贈与税

１６万１,０００円を減額し、５９７万２,０００円。２項自動車重量譲与税２３４万２,
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０００円を減額し、１,３５７万８,０００円。 

 ３款１項利子割交付金４９万円を減額し、１９０万２,０００円。 

 ４款１項配当割交付金８６万３,０００円を追加し、１６６万７,０００円。 

 ５款１項株式等譲渡所得割交付金２０７万３,０００円を追加し、２２８万２,０００

円。 

 ６款１項地方消費税交付金２６９万１,０００円を減額し、６,２０１万６,０００円。 

 ７款１項自動車取得税交付金１３２万５,０００円を追加し、５０４万６,０００円。 

 ８款１項地方特例交付金７９６万２,０００円を減額し、７６万５,０００円。 

 ９款１項地方交付税８,４３０万６,０００円を追加し、２１億５,６６４万６,０００

円。 

 １５款財産収入２万４,０００円を追加し、１,７５５万７,０００円。１項財産運用収

入２万４,０００円を追加し、１,６９９万７,０００円。 

 １６款１項寄附金８万円を追加し、２,５０９万５,０００円。 

 １８款１項繰越金１億３４万１,０００円を追加し、１億３,１２４万２,０００円。 

 歳入合計でございます。１億７,５３６万６,０００円を追加し、３８億５,８８２万１,

０００円。 

 歳出でございます。 

 ２款総務費１億９,０９９万９,０００円を追加し、１０億３,９８０万５,０００円。１

項総務管理費１億９,０９９万９,０００円を追加し、９億７,７３９万９,０００円。 

 ４款衛生費８７５万１,０００円を減額し、５億６,６２５万２,０００円。１項保健衛

生費６４７万円を減額し、２億１,６３５万８,０００円。３項清掃費２２８万１,０００

円を減額し、３億４,１２１万９,０００円。 

 ６款１項商工費２３０万２,０００円を減額し、８,７２８万３,０００円。 

 ７款土木費９７万６,０００円を減額し、１億３,１２０万２,０００円。２項道路橋

りょう費９７万６,０００円を減額し、１億２,９８１万１,０００円。 

 ８款教育費６８万５,０００円を減額し、２億５,０６４万３,０００円。６項保健体育

費６８万５,０００円を減額し、９,７３４万６,０００円。 

 ９款１項公債費２９１万９,０００円を減額し、４億３,８４１万４,０００円。 

 歳出合計、１億７,５３６万６,０００円を追加し、３８億５,８８２万１,０００円。 

 ６ページをお願いいたします。 

 事項別明細書の説明をいたします。 

 歳入でございます。 

 ２款地方譲与税１項１目地方揮発油譲与税１６万１,０００円の減額でございます。２

項１目自動車重量譲与税２３４万２,０００円の減額でございます。 

 ３款１項１目利子割交付金４９万円の減額でございます。 

 ４款１項１目配当割交付金８６万３,０００円の追加でございます。 
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 ５款１項１目株式等譲渡所得割交付金２０７万３,０００円の追加でございます。 

 ６款１項１目地方消費税交付金２６９万１,０００円の減額でございます。 

 ７款１項１目自動車取得税交付金１３２万５,０００円の追加でございます。 

 ８款１項１目地方特例交付金７９６万２,０００円の減額でございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 ９款１項１目地方交付税８,４３０万６,０００円の追加でございます。普通交付税が１

５８万３,０００円、特別交付税が８,２７２万３,０００円の追加でございます。 

 ここまでの款項目の内容につきましては、それぞれ国からの交付決定が確定したものに

よる補正でございます。 

 １５款財産収入１項財産運用収入２目利子及び配当金２万４,０００円の追加でござい

ます。それぞれ、説明欄にあります内容の利子でございます。 

 １６款１項寄附金１目総務費寄附金８万円の追加でございます。それぞれ、善意による

寄附があったものでございまして、医療・保健・福祉に１件１万円、北方領土返還運動に

１団体２万円、中学校の建設費用に１件５万円、合わせて８万円の寄附金があったもので

ございます。 

 １８款１項１目繰越金１億３４万１,０００円、前年度繰越金でございます。 

 １０ページをお願いいたします。 

 歳出の説明をいたします。 

 ２款総務費１項総務管理費１目一般管理費１億９,４０７万４,０００円の追加でござい

ます。職員の研修旅費については、それぞれ、今年度確定したため、不用額が生じたもの

でございます。積立金につきましては、財政調整基金につきまして、今後の安定的な財政

運営を図るために１億円の積み立てをしたものでございます。１万４,０００円につきま

しては利息でございます。減債基金利子６,０００円でございます。文教施設整備基金に

つきましては、計画的な中学校の建設を進めるために２,５００万円の積み立てでござい

ます。６,０００円につきましては利子でございます。公共施設整備基金７,０００万円の

積み立てでございます。社会福祉基金の積立金、利息１,０００円でございます。知床ま

ちづくり基金につきましては、ただいまお話ししましたとおり、善意の寄附金８万円と利

息の２,０００円で８万２,０００円でございます。土地開発基金繰出金につきましては、

利息分を繰り出すものでございます。１０目の財産管理費７０万円の減額につきまして

は、特に測量等を必要とする事案がなかったための不用額でございます。１７目協働のま

ちづくり推進事業費２３７万５,０００円につきましては、今年度の事業に対する交付が

決定したため、不用額を生じた分、減額でございます。 

 ４款衛生費１項保健衛生費４目特別会計繰出金６４７万円の減額につきましては、診療

所の運営に係る特別調整交付金が国から決定されたものでございまして、減額するもので

ございます。３項清掃費１目清掃総務費２２８万１,０００円の減額につきましては、当

初予算におきまして予算計上の錯誤にかかり、減額をするものでございます。 
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 ６款商工費１項商工費２目商工振興費７９万８,０００円の減額につきましては、中小

企業振興資金融資利子補給金及び保証料確定に伴う減額でございます。４目の観光費５９

万７,０００円につきましては、それぞれ経費の確定による不用額が生じたものでござい

ます。８目温泉供給費９０万７,０００円の減額につきましても、経費の確定に伴う減額

でございます。 

 ７款土木費２項道路橋りょう費４目橋りょう新設改良費９７万６,０００円につきまし

ては、公住橋の事業費の確定に伴う減額でございます。 

 ８款教育費６項保健体育費１目保健体育総務費６８万５,０００円の減額につきまして

は、１４ページ、１５ページをお願いいたします。それぞれ、各種団体の派遣助成の確定

による不用額が生じたものでございます。 

 ９款１項公債費１目元金９１万９,０００円の減額につきましては、償還金の確定に伴

います不用額でございます。２目利子２００万円の減額につきましては、借り入れが生じ

なかったための減額でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） ないようですので、これで質疑を終わります。 

 これから、報告第２号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 報告第２号専決処分した事件の承認については、承認することに賛成の方は起立願いま

す。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第５ 報告第２号専決処分した事件の承認については、承認すること

に決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第６ 報告第３号 専決処分した事件の承認について 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第６ 報告第３号専決処分した事件の承認についてを議題と

します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（対馬憲仁君） １６ページをお願いいたします。 

 報告第３号専決処分した事件の承認について。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので報告し、承
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認を求める。 

 １７ページをお願いいたします。 

 専決処分書。 

 平成２５年度目梨郡羅臼町国民健康保険事業特別会計補正予算について、地方自治法第

１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 専決年月日は、平成２６年３月３１日でございます。 

 １８ページをお願いします。 

 平成２５年度目梨郡羅臼町国民健康保険事業特別会計補正予算。 

 平成２５年度目梨郡羅臼町の国民健康保険事業特別会計補正予算は次に定めるところに

よる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６４７万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ１１億５,２８０万６,０００円とするものでございます。 

 ２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表、歳入歳出予算補正」によるものでございます。 

 １９ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入でございます。 

 ３款国庫支出金６４７万円を追加し、２億７,４０７万５,０００円。２項国庫補助金６

４７万円を追加し、７１８万１,０００円。 

 歳入合計、６４７万円を追加し、１１億５,２８０万６,０００円。 

 続きまして、歳出でございます。 

 １０款諸支出金６４７万円を追加し、２,６６３万円。３項繰出金６４７万円を追加

し、６４７万円。 

 歳出合計、６４７万円を追加し、１１億５,２８０万６,０００円。 

 ２１ページをお願いいたします。 

 歳入歳出補正予算事項別明細書。 

 歳入でございます。 

 ３款国庫支出金２項国庫補助金２目特別調整交付金に６４７万円を追加するものでござ

います。内容につきましては、診療所の運営に対して特別調整交付金が認められたことか

ら、特別調整交付金を追加するものでございます。 

 ２３ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 １０款諸支出金３項１目繰出金に６４７万円を追加するものでございます。内容につき

ましては、診療所の運営に対して認められた特別調整交付金を繰り出すため、国民健康保

険診療所事業特別会計繰出金を追加するものでございます。 
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 なお、この専決処分につきましては、５月２０日開催の第２回国保運営協議会に報告

し、原案のとおり承認をいただいているものでございますことを御報告させていただきま

す。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） ないようですので、これで質疑を終わります。 

 これから、報告第３号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 報告第３号専決処分した事件の承認については、承認することに賛成の方は起立願いま

す。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第６ 報告第３号専決処分した事件の承認については、承認すること

に決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第７ 報告第４号 専決処分した事件の承認について 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第７ 報告第４号専決処分した事件の承認についてを議題と

します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（対馬憲仁君） ２５ページをお願いいたします。 

 報告第４号専決処分した事件の承認について。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので報告し、承

認を求める。 

 ２６ページをお願いいたします。 

 専決処分書。 

 平成２５年度目梨郡羅臼町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算について、地方自

治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 専決年月日は、平成２６年３月３１日でございます。 

 ２７ページをお願いいたします。 

 平成２５年度目梨郡羅臼町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算。 

 平成２５年度目梨郡羅臼町の国民健康保険診療所事業特別会計補正予算は次に定めると

ころによる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。 
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歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表、歳入歳出予算補正」によるものでございます。 

 ２８ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入でございます。 

 ３款繰入金１項他会計繰入金は目の組みかえでございますので、補正額はございませ

ん。 

 歳入合計、補正額はございません。 

 歳出の補正額につきましても、ございません。 

 ３０ページをお願いいたします。 

 歳入歳出補正予算事項別明細書。 

 歳入でございます。 

 ３款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金から６４７万円を減額し、２目国民健

康保険事業特別会計繰入金に６４７万円を追加するものでございます。本目は新設でござ

います。内容につきましては、国民健康保険事業において、診療所の運営に対して特別調

整交付金が認められたことから、国民健康保険事業特別会計繰入金の特別調整交付金（へ

き地診療所分）を追加し、一般会計繰入金から同額を減額するものでございます。 

 ３２ページをお願いします。 

 歳出の補正額はございません。 

 なお、この専決処分につきましては、５月２０日開催の第２回国保運営協議会に報告

し、原案のとおり承認をいただいているものでございますことを御報告させていただきま

す。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） なければ、これで質疑を終わります。 

 これから、報告第４号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 報告第４号専決処分した事件の承認については、承認することに賛成の方は起立願いま

す。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第７ 報告第４号専決処分した事件の承認については、承認すること

に決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第８ 議案第２２号 羅臼町町税条例等の一部を改正する条例制定につい 
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て 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第８ 議案第２２号羅臼町町税条例等の一部を改正する条例

制定についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 税務財政課長。 

○税務財政課長（高橋力也君） 議案の３４ページをお願いします。 

 議案第２２号羅臼町町税条例等の一部を改正する条例制定について。 

 羅臼町町税条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり制定するものでございます。 

 今回の改正案につきましては、去る３月３１日に交付となりました地方税法等の一部を

改正する法律第４号に伴い、所要の改正を行うものであります。 

 平成２６年度は国が税制抜本改革を着実に実施する観点から、地域間の税源の偏在性を

是正し、財政力格差の縮小を図るため所要の改正が講じられたところであります。 

 改正条例は３５ページから４２ページに記載しておりますが、改正の内容につきまして

は、別冊としてお手元に配付してございます参考資料１ページ、資料１の羅臼町町税条例

等の一部改正資料にて、主な改正要旨と適用関係について御説明させていただきますの

で、特段の御理解を賜りたいと存じます。 

 それでは、改正要旨の１番目、法人税割の税率見直しであります。 

 法人町民税の地域間の税収の差が拡大し、財政力格差が顕著となったことから、法人町

民税法人税割の率を１４.７％から１２.１％へ引き下げ、その引き下げ相当分を地方法人

税として国税化し、地方交付税を原資化した上で市町村に配分するものであります。適用

年月日として平成２６年１０月１日以降に開始する事業年度であることから、実質の改正

は平成２７年度からとなります。 

 次に、２ページの２番目は、軽自動車税の税率見直しであります。 

 近年、乗用車の課税台数の横ばいで推移する中で、軽自動車は増加を続けており、乗用

車の自動車税等の各種負担は、軽自動車と比較すると約４倍もの差となっております。ま

た、二輪車等については標準税率が低く設定されており、国において見直しの検討がなさ

れてきたことから今回の改正となったものであります。 

 大きく３点の改正となっております。 

 まず１点目は、二輪車の改正であります。原動機付自転車から小型特殊自動車の農耕作

業用のものまでを、それぞれ車種区分ごとに現行のおおむね１.５倍に、小型特殊自動車

のその他のものをおおむね１.２５倍に引き上げるもので、改正後の税額が２,０００円未

満となる原動機付自転車の排気量９０㏄以下の２区分については、２,０００円まで引き

上げるものでございます。 

 次の２点目は、平成２７年度以降に新規取得される四輪車等の新車の税率の引き上げに

ついて、表の上から２段目の、四輪、乗用、自家用の７,２００円を、おおむね１.５倍の
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１万８００円に、その他については、それぞれ、おおむね１.２５倍に引き上げるもので

ございます。 

 適用年月日として、１点目と２点目は平成２７年４月１日から適用となるものでござい

ます。 

 次に、３ページの３点目については、今回から新たに軽四輪等に導入となった経年車に

対する重課の新設であります。グリーン化を進める観点から、初めて車両番号の指定を受

けてから１３年を経過した三輪以上の軽自動車に対して、平成２８年度から重課するもの

であります。表の上から３段目の、四輪、乗用、自家用の７,２００円を、おおむね１.８

倍の１万２,９００円に、その他については、それぞれ、おおむね１.５倍に引き上げるも

のでございます。適用年月日は平成２８年４月１日からでございます。 

 下段にある附則ですが、施行期日として、第１条、この条例は公布の日から施行し、平

成２６年４月１日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。また、第２条から第６条までは町民税、固定資産税及び軽自動車税の経過

措置として、それぞれ施行期日前のものは従前の例によるものとする。 

 以上でございますが、次の４ページから２７ページまでの重課に関する説明及び資料

２、羅臼町町税条例等の一部改正新旧対照表については、後ほどお目通し願います。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） ないようですので、これで質疑を終わります。 

 これから、議案第２２号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第２２号羅臼町町税条例等の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第８ 議案第２２号羅臼町町税条例等の一部を改正する条例制定につ

いては、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第９ 議案第２３号 羅臼町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

制定について 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第９ 議案第２３号羅臼町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例制定についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 
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○保健福祉課長（対馬憲仁君） ４３ページをお願いいたします。 

 議案第２３号羅臼町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について。 

 羅臼町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 ４４ページをお願いいたします。 

 羅臼町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 

 羅臼町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。 

 改正内容等につきましては、別冊の参考資料により御説明させていただきますので、参

考資料の２８ページの資料３をお開きください。 

 改正の理由でございますが、平成２６年度税制改正の大綱に基づき、国民健康保険法施

行令が改正されたことに伴い、国民健康保険税の課税限度額の見直し及び低所得者に係る

保険税軽減の拡充が図られたため、所要の改正を行うものでございます。 

 改正の内容でございます。資料の中段左側が現行、右側に改正後の内容を示しておりま

すが、改正となる項目は２点ございます。 

 １点目は、右側の点線で囲まれました①課税限度額の引き上げでございます。国民健康

保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を１４万円から１６万円に、介護納

付金課税額に係る課税限度額を１２万円から１４万円に、それぞれ２万円引き上げ、基礎

課税分を含めた限度額の合計は７７万円から８１万円となるものでございます。 

 ２点目は、同じく右側の点線で囲まれました②５割軽減・２割軽減の基準額の見直しで

ございます。国民健康保険税の軽減措置について、５割軽減の対象となる世帯の軽減判定

所得の算定における被保険者の数に世帯主を含め、２割軽減の対象となる世帯の軽減判定

所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を３５万円から４５万円に引き上げるも

のでございます。 

 議案の４４ページにお戻りください。 

 改正条文でございます。 

 第２条第３項ただし書き中、「１４万円」を「１６万円」に改め、同条第４項ただし書

き中、「１２万円」を「１４万円」に改める。 

 第１８条第１項中「第２４条の３７第１項」を「第２４条の３６」に改める。 

 第２３条中「１４万円」を「１６万円」に、「１２万円」を「１４万円」に改め、同条

第２号中「（当該納税義務者を除く。）」を削り、同条第３号中「３５万円」を「４５万

円」に改める。 

 附則でございます。 

 施行期日等。この条例は公布の日から施行し、改正後の羅臼町国民健康保険税条例の規

定は、平成２６年４月１日から適用する。 

 適用区分。改正後の羅臼町国民健康保険税条例の規定は、平成２６年度以降の年度分の

国民健康保険税について適用し、平成２５年度分までの国民健康保険税については、なお

従前の例による。 
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 なお、この条例改正につきましては、５月２０日第２回国保運営協議会に諮問し、原案

のとおり答申をいただいているものでございますことを御報告させていただきます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） なければ、これで質疑を終わります。 

 これから、議案第２３号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第２３号羅臼町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定については、原案の

とおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第９ 議案第２３号羅臼町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

制定については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１０ 議案第２４号 財産の取得について 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第１０ 議案第２４号財産の取得についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 環境生活課長。 

○環境生活課長（五十嵐勝彦君） 議案の４５ページをお開き願います。 

 議案第２４号財産の取得について。 

 次の物件を取得したいので、地方自治法第９６条第１項第８号並びに議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、議会の議決を求め

るものでございます。 

 １、取得物件、大型町有バス、１台。 

 ２、取得の目的、町内循環バス及び貸切バス業務のため。 

 ３、取得価格、２,９８０万８,０００円。 

 ４、取得の相手方、標津郡中標津町桜ヶ丘３丁目２４番地、東北海道日野自動車株式会

社中標津営業所所長鹿股満でございます。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） ないようですので、これで質疑を終わります。 

 これから、議案第２４号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 
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 議案第２４号財産の取得については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願い

ます。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第１０ 議案第２４号財産の取得については、原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１１ 議案第２５号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の 

変更について 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第１１ 議案第２５号北海道町村議会議員公務災害補償等組

合規約の変更についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（太田洋二君） 議案の４６ページをお願いいたします。 

 議案第２５号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について。 

 地方自治法第２８６条第１項の規定により、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規

約を次のとおり変更する。 

 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約。 

 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を次のように変更する。 

 今回の変更につきましては、上川中部消防組合及び伊達・壮瞥学校給食組合の脱退、ま

た、道央廃棄物処理組合の加入に伴い、組合規約別表第１の変更について協議するため、

本案を提出するものであります。 

 それでは、改正条文であります。 

 別表第１中「上川中部消防組合」及び「伊達・壮瞥学校給食組合」を削り、「道央廃棄

物処理組合」を加える。 

 附則といたしまして、この規約は、地方自治法第２８６条第１項の規定による総務大臣

の許可の日から施行するものであります。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） これで、質疑を終わります。 

 これから、議案第２５号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第２５号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更については、原案のと

おり決定することに賛成の方は起立願います。 
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（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第１１ 議案第２５号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の

変更については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎閉会宣告 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） これで、本日の日程は全部終了しました。 

 会議を閉じます。 

 平成２６年第２回羅臼町議会臨時会を閉会します。 

 ありがとうございました。 

午前１０時４３分 閉会 
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